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知っておきたい変更点　
NANDA-I看護診断　定義と分類　
2021-2023
上鶴重美
A5　頁128　定価：2,200円[本体2,000+税10%]
［ISBN978-4-260-04808-8］

2022年版『系統看護学講座』準拠
解剖生理学ワークブック
編集　坂井建雄、岡田隆夫、宇賀貴紀
B5　頁136　定価：2,200円[本体2,000+税10%]
［ISBN978-4-260-04688-6］

ウォームアップ微生物学
中込　治
A5　頁232　定価：2,420円[本体2,200+税10%]
［ISBN978-4-260-04929-0］

半日講義
看護過程と看護診断
古橋洋子
A5　頁96　定価：1,650円[本体1,500+税10%]
［ISBN978-4-260-04251-2］

看護診断　
第27巻　第1号
編集　日本看護診断学会
B5　頁74　定価：3,080円[本体2,800+税10%]
［ISBN978-4-260-04931-3］

看護医学電子辞書16
定価：61,050円[本体55,500+税10%]
［JAN4580492610568］
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神野　修了者の量的拡大とともに質の
高い活躍を支えるには，組織マネジメ
ントの在り方が鍵を握ります。初めに，
皆さんの病院における修了者の現状を
教えてください。
小松﨑　急性期病院である上尾中央総
合病院は，特定行為の指定研修機関と
して 2015年から研修を開始し，院内
外の 132人が修了しました。当院には
現在，30人の修了者が在籍しています。
角田　同じく急性期病院の茨城県立中
央病院には，近在の指定研修機関で研
修を修了した 23人が勤務しています。
制度創設の 2014年当時，2025年まで
に修了者を 10万人とする厚労省が示
した数値目標と全国の看護師数を基
に，以来当院における育成人数の目標
を 36人として取り組んできました。
現在は，常勤看護師約 500人の 5％近
くまで増え，2023年には目標を達成
する見込みです。
神野　厚労省が「10万人」とした根
拠は，急性期病院の各病棟，各勤務帯
に常時 1人以上の配置を想定してのこ
とです。率先してこの割合をめざし養
成を図ってきたわけですね。
角田　はい。がん看護専門看護師で訪

問看護ステーションの管理者経験があ
る私も，専門看護師として特定行為の
理解を深める必要があると考え，2021
年 9月に修了しました。
神野　それは積極的な取り組みです。
地域における特定行為の課題は後ほど
伺います。続いて，医師の立場からご
出席の園田先生より，済生会熊本病院
の状況をお話しください。
園田　三次救急医療機関の当院は 2020
年度から指定研修機関となり，現在 8
人の修了者が活動しています。病院総
合医の私は，包括診療部という病棟専
属の多職種からなるチームにて，現場
目線の組織マネジメントに関与してい
ます。特定行為研修には準備段階から
かかわり，指導者として研修や修了者
のフォローアップに取り組んでいます。
神野　私からも自施設の状況を紹介し
ます。石川県七尾市にある恵寿総合病
院は 2016年に特定行為研修の指定研
修機関となり，当院から 27人が修了
しています。第 1期生は認定看護師資
格を持つ管理者に研修を受けてもらい
ました。目的は，次の修了者を教える
「屋根瓦式」の教育体制を整えるため
です。皆さんの病院では，修了者の養

成はどうスタートしましたか。
角田　当院も同じく，認定看
護師から特定行為研修を受け
てもらいました。
小松﨑　私たちの病院も，ス
タッフの指導的立場にある認
定看護師から受講しています。
神野　研修を終えた修了者は
現在，どのように活動してい
ますか。
角田　特定行為の実施以外
に，臨床場面での相談対応や
指導，院内研修における指導
など病棟横断で活躍しています。1人
目に受講を推奨した看護師は，救急看
護認定看護師として救急外来に勤務す
る副師長でした。今は良きロールモデ
ルとなり，特定行為研修を受講する希
望者が広がっています。修了者は研修
で学んだ臨床推論やフィジカルアセス
メントに関する院内研修を数多く実施
し，教育にも貢献しています。
園田　当院も主に認定看護師取得者か
ら研修を受けました。特定行為の実施
以外にスタッフの指導的立場に立つこ
とも期待してのことです。配属から間
もないため，特定行為が十分に実施で
きないとの悩みを吐露する修了者もい
ますが，特定行為ができる／できない
よりも，学んだ臨床推論やフィジカル
アセスメントを，若いスタッフに教え
るのも大切な役目だと伝えています。
神野　250時間ある必須の共通科目で
は，臨床推論やフィジカルアセスメン
トなど，従来の看護教育の体系になか
った内容を学ぶのが特徴です。特定行

■［座談会］特定行為研修修了者が活躍する
組織マネジメント（神野正博，園田幸生，角田
直枝，小松﨑香）/［連載］看護のアジェンダ��
� 1 ― 3 面
■［寄稿］看護師の強みを生かして認知行動
療法の普及をめざす（吉永尚紀）� 4 面

■［寄稿］訪問看護サービスの適正な需給検
討（柏木聖代）� 5 面

■［連載］エビデンスの使い方・広め方（終）��
� 6 面

為を実施しながら，ジェネラリストと
しての活躍も期待される存在として，
研修を受けていない看護師にも良い刺
激を与えているわけですね。

修了者の介入で実感する変化は

神野　特定行為を実施する利点は，患
者さんの状態に応じてタイムリーかつ
迅速に適切な医療を提供でき，自身の
満足度も高められる点です。目下課題
の量的拡大とともに，質も評価される
べき時期に差し掛かっています。修了
者の配置をどう評価していますか。
小松﨑　まだ検証段階ですが，質の向
上を実感する場面は着実に増えていま
す。一例として，人工呼吸器離脱まで
の期間が修了者の介入した症例で通常
よりも短くなっている例があります。
修了者の介入が奏功していると考えら
れます。褥瘡の処置も，医師の判断の

　2014年に創設された「特定行為に係る看護師の研修制度」（以下，特定行為
研修）の認知度は徐々に高まり，修了者も 4393人（2021年 9月現在）に増え
た（図）。一方で，特定行為研修修了者（以下，修了者）に対する組織内の理
解や活用が課題となっている。修了者が活躍するためにはどのような方策が必
要か。本座談会の司会を務める神野正博氏は，2010年 5月から 36回にわたり
開催された厚労省「チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループ」
の構成員として，特定行為研修の具体的内容の策定にかかわってきた。修了者
の育成と活用に関与する医師，看護管理者と共に，出席者各氏の施設（表）の
現状と課題を踏まえながら，修了者が活躍できる組織マネジメントを議論する。

特定行為研修修了者が 
活躍する組織マネジメント

座
談
会

小松﨑 香氏
上尾中央総合病院
看護部長 司�会

●表　4病院における概要（2022年 3月 1日現在）

茨城県立中央病院 上尾中央総合病院 恵寿総合病院 済生会熊本病院
病床数 500床 733床 426床 400床
看護職員数（常勤換算） 516人 830人 325人 773人
特定行為研修指定研修機関 ― 2015年指定 2016年指定 2020年指定
特定行為研修修了者数 23人 30人 27人 8人

神野 正博氏
恵寿総合病院理事長

園田 幸生氏
済生会熊本病院
包括診療部部長

角田 直枝氏
茨城県立中央病院
看護局長

●図　  特定行為研修修了者数の推移（厚労省資料より）
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みでは処置や確認の期間が空きがちな
ところを，指示を受けた修了者の迅速
な処置によって治癒率が上がっている
感覚があります。
神野　医師の判断と指示を待たずとも
処置ができ，結果的に患者さんのアウ
トカムに良い影響をもたらしている
と。特定行為の依頼件数は今，どのく
らいですか。
小松﨑　年々増え，現在は月平均 160
件前後で推移しています。
神野　それは相当な数です。茨城県立
中央病院では，修了者の配置による変
化はありますか。
角田　量・質共に良い傾向が見られま
す。量的な面では，末梢挿入式中心静
脈カテーテル（PICC）を行える 2人
の修了者に依頼が多く集まっていると
集計で明らかになっています。
　質的な面でも医師の助けとなってい
る手技がいくつかあります。その一つ
が，患者が入浴する際の気管カニュー
レ交換です。医師が忙しい時間帯に修
了者が代わることで，医師の負担軽減
になっています。また，タイムリーな
処置で患者さんの状態が安定するとの
事例も出ています。
　各科の医師が当番で担当する救急外
来では，修了者と医師が連携した介入
により，患者さんを緊急入院させ大事

に至らなかった例も報告されました。
神野　医師と意思疎通を図り，患者さ
んのアウトカム改善に貢献するのは，
チーム医療の在るべき姿でしょう。園
田先生は医師の視点から，特定行為の
意義はどこにあると見ていますか。
園田　単に医師の行為をタスクシフト
するだけが目的ではなく，医療の質向
上に貢献する大切な役割を果たす点で
す。患者の立場からすれば，看護師に
よる処置が好意的に受け止められるこ
とも多いですね。医師と看護師が行う
医行為が同じであっても，処置の考え
方や患者さんへの接し方，言葉の掛け
方の違いから，看護師のほうが安心感
や満足度も高い面があるのではないで
しょうか。指示を出す医師には，その
特性を理解した判断が求められます。

指示を出す医師の理解を 
どう得るか

神野　園田先生から今ご指摘のあった
「指示」の在り方についてお聞きしま
す。看護師による特定行為は医師の包
括的指示，あるいは具体的指示によっ
て行われます。包括的指示とは，手順
書に基づいた一括した指示です。これ
に対し具体的指示は，看護師が裁量的
に行わずに済むよう，カルテなどで詳
細に行われる指示です。
　いずれも，看護師が指示を待つだけ
では自分たちの力をタイムリーに発揮
できるとは限りません。おそらく多く
の修了者が，自分たちのできる領域を
医師に積極的にアピールして指示を得
ているのではないか。上尾中央総合病
院の依頼件数の増加も，積極的なアプ
ローチの成果と見て良いでしょうか。
小松﨑　そうですね。実施可能な特定
行為区分について医師に提案し，包括
的指示を得て特定行為を実施していま
す。認定看護師はもともと，自分たち
の職域を切り開いてきた経験があり，
医師への提案も上手です。中でも褥瘡
管理科には，皮膚・排泄ケア認定看護
師および特定行為研修を修了した専従
のスタッフが 5人活動しており，認定
看護師としての実績を知る医師から
も，「安心して任せられる」と信頼を
得ています。
　さらに指示を得る工夫として，医師
が出し方を迷わないよう，包括的指示
のテンプレートを設けた電子カルテに
しています。
神野　当院も電子カルテ上のワンクリ
ックで包括的指示が出せる工夫を施し
ています。また，修了者の特定行為区
分と勤務帯がポータルサイトで見ら
れ，病棟からすぐ呼べる体制にしてい
ます。園田先生は指示を出す立場から，
課題に感じる点はありますか。
園田　全ての医師が特定行為に理解を
示して指示を出すわけではないことで
す。一刻を争う救急・集中治療領域の
ように医師がそばにいる状況であれ
ば，責任を持った指示と処置後の管理
ができるので，指示が出しやすいでし
ょう。課題は病棟です。主治医が常駐

しておらず，患者の容態も比較的安定
しているため，修了者が主治医の意向
を 1対 1で確認することになる。する
と，特定行為に対する主治医の価値観
や考え方次第で指示が出ない場面も出
てくるのです。そこで当院は，病棟に
常駐する私たち病院総合医が，修了者
とディスカッションしながら指示を出
すようにしています。

院内に浸透させたい，タイム
リーな医療・ケア提供の意義

神野　茨城県立中央病院も包括的指示
で特定行為を行っていますか？
角田　いいえ，当院は具体的指示の下
で特定行為を行っています。特定行為
区分に応じて医師がケース・バイ・
ケースで指示を出し，実施のタイミン
グは修了者本人に任されています。
　ここで皆さんにお聞きしたいのは，
特定行為の目的を院内でどう周知し理
解を得るかです。というのも，当院は
急性期病院で研修医も多く，研修医に
手技の経験を積ませる必要から，包括
的指示に対する医師の期待があまり高
くありません。
神野　確かに，医行為の実施は研修医
と重なる点が多いですね。研修医の教
育を優先するため，研修医が行う処置
と重複する特定行為は実施する機会が
少ないとの声を聞きます。園田先生は
両者のすみ分けをどう行っていますか。
園田　いかにタイムリーに医療・ケア
を提供するか，患者中心で考えること
です。例えば，患者入浴の際に気管カ
ニューレ交換を担当する研修医が他業
務で急に訪室できなくなった場合で
も，修了者が交換を行うことで予定し
た時間通りに入浴ができるようになり
ます。患者にとっては入浴という満足
感が得られ，スタッフにとっては業務
遅延が起こらないといった「医療の質」
が保たれることになります。
　また，動脈ラインの確保や血液ガス
の採取も，処置後に血腫ができる／で
きないなどの観察力は看護師のほうが
長けています。指導医の指導を受けな

がら動く研鑽途上の研修医と異なり，
患者のそばでタイムリーに動ける修了
者は，患者中心で考えれば貴重な存在
であることに変わりありません。実施
する処置の意図が，医師と看護師とで
異なる点を院内で共有することが，包
括的指示を得ていく上で大切でしょう。
神野　修了者へのエールであり，重要
な提起です。医師が修了者に信頼を寄
せて，タイムリーに指示を出す仕組み
が構築されなければ，特定行為はいつ
までも浸透しません。どうすれば医師
が指示を出しやすくなるのか。看護管
理者の立場から小松﨑さんはどう考え
ますか？
小松﨑　指示を出す医師の，責任の所
在を明確にすることです。そうすれば，
指示を出す医師も心強いと思います
ね。当院では医療安全と特定行為を長
年担当する副院長の医師が，「特定行
為で何かあれば自分が責任を持つ」と，
研修制度の開始時に宣言しました。そ
れが医師の不安払拭につながっている
ようです。
神野　個々の医師に責任を問うことは
せず，トップが率先して責任を持つ姿
勢は，病院管理者である私も重要だと
感じます。
園田　特定行為の推進にはいずれ，指
示を一元的に出す医師を各病棟に配置
する検討も必要でしょう。病院総合医
として病棟マネジメントを担う私は，
修了者と主治医の間に立ち，特定行為
の意義を他の医師にかみ砕いて伝えな
がら修了者の活躍を後押ししていると
ころです。医師の責任の下，主治医と
修了者との間を取り持つ組織マネジメ
ントがますます重要になるはずです。
角田　ご意見ありがとうございます。
当院でも，指導者研修に参加して，な
おかつ役職を持つ医師は，特定行為の
状況を十分理解し修了者たちの活動を
後押ししてくれています。こうした医
師と共に特定行為の実施が医療の質向
上に寄与するとの意義を強調し，その
他の医師たちからの信頼を高めながら
包括的指示の導入に向けた環境を整え
たいと思います。

＜出席者＞
●かんの・まさひろ氏
1980年日医大卒後，金沢大第二外科に入局。
同大助手を経て，92年に恵寿総合病院外科部
長。93年同院長を経て，95年より現職。
2011年より社会福祉法人徳充会理事長併任。
厚労省「チーム医療推進のための看護業務検
討ワーキンググループ」の構成員として特定行
為研修制度の構築に尽力。全日本病院協会副
会長，日本社会医療法人協議会副会長，日本
専門医機構理事など役職多数。
●そのだ・ゆきお氏
1995年大分医大（当時）医学部卒。2016

年より現職。17年九大大学院医療経営・管
理学専攻修了。修士（公衆衛生学），博士（医
学）。日本外科学会指導医，日本消化器外科
学会指導医，社会医学系専門医。病棟スタッ
フと共に多職種協働による患者中心の包括的
な医療をめざす「病院総合医」として，マネジ
メントを担う。院内の特定行為研修管理委員
会委員を務め研修指導や手順書策定に携わる。
●かくた・なおえ氏
1987年筑波大医療技術短大看護学科（当時）
卒後，筑波メディカルセンター病院に入職。97

年東京医歯大大学院を修了。98年がん看護
専門看護師資格取得と同時に，訪問看護ス
テーションを管理者として開設。2002年筑波メ
ディカルセンター病院病棟師長・看護部副部
長，05年日本訪問看護振興財団（現・日本
訪問看護財団）事業部長を経て 10年より現
職。他施設への修了者の派遣や制度の発信
を通じ，茨城県の医療の質向上をめざす。
●こまつざき・かおり氏
1991年埼玉県立衛生短大看護学科（当時）
卒後，上都賀総合病院入職。96年上尾中央
総合病院に入職後，集中治療看護科長，看
護副部長を経て，2019年より現職。上尾中
央総合病院は15年の特定行為研修制度開始
から指定研修機関となり，管理者として研修の
受講を推進。修了者の地域での活躍を見据え
たマネジメントに取り組む。

↗

病診連携で在宅・慢性期領域の看護師に研修機会を作る
神野　本制度の創設は在宅医療の推進
も目的の一つであり，在宅医療や介護
現場でも特定行為の実施が想定されて
います。しかし，修了者の就業状況を
見ると病院が約 70％と圧倒的に多く，
それに対し診療所や訪問看護ステーシ
ョン，介護福祉施設に勤務する修了者
の合計は 6～7％にとどまっているの
が現状です。訪問看護ステーションな
どでは研修ニーズが高いものの，急性
期偏重の研修環境や，受講中の代替フ
タッフの確保が難しいといった点が課
題として挙げられます。看護師の多く
が，卒業後に急性期病院に入職する中，
地域医療への貢献を見据えたキャリア
パスを基幹病院はどう構築すればよい
でしょうか。訪問看護師としての勤務
経験がある角田さんから，アイデアは
ありますか。

角田　勉強に行きやすい環境を作るこ
とが第一です。研修に出ている間，地
域で連携する病院からフォローに入る
支援ができると良いですね。
神野　園田先生，急性期病院の看護師
に在宅の特定行為区分を受けさせるの
は，優先度からまだ難しいですね。
園田　ええ。確かに，地域に人材を出
すのは指定研修機関でもある急性期病
院の役割でしょう。ただ，熊本県内は
修了者の人数が絶対的に少ない。です
ので，育成を始めて 1年目の当院はま
ず修了者を増やし，その中で在宅や慢
性期の特定行為区分を取得した修了者
を地域に輩出したいと構想しています。
小松﨑　訪問看護ステーションでは，
研修に出すほどの人的余裕がないとの
声を私も聞きます。
　一方で，当院で研修を受けるスタ
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ッフの中には，自身の問題意識や専
門性から，あえて慢性期区分を受講す
る方もいます。当法人組織は，慢性期
や在宅・介護のグループ施設も持つた
め，スタッフの希望に沿った異動も可
能です。急性期病院在籍時から在宅で
活躍できる修了者の育成方針につい
て，今まさに検討を始めたところで
す。
神野　急性期病院の主導による人的支
援が，在宅領域における育成の道を開
くことになるでしょう。病診連携で教
育の好循環が生まれるには何年くらい
かかると，角田さんは見ていますか。
角田　急性期病院の看護管理者と，在
宅・訪問看護施設の責任者とのやりと
りが活発になれば，10年を待たずに
実現するはずです。病診連携による育
成は，地域包括ケアの理念とも重なり
ますね。それに，かつて認定看護師の
育成で同様の取り組みを行った施設も
多いはず。これを特定行為研修でも生
かさない手はありません。
園田　特定行為研修を希望する看護師
同士の人事交流によって連携施設と人
材を補い合えれば，育成も循環し出す
でしょう。急性期と慢性期・在宅領域
を行き来すれば看護師も視野が広がり

勉強になるはずです。
角田　おっしゃる通りです。最近も近
隣の看護小規模多機能型居宅介護施設
と 1対 1の人事交流を始めたところで
す。きっかけは，よく顔を合わせる仲
の所長さんと，「お互いに勉強になる
から交換しよう」との発案からでした。
修了者のキャリアパスを描く看護部長
の，地域に目を向けた意識改革が進め
ば，すぐにでも実現できることはたく
さんあります。

質の高い医療提供に向け， 
修了者が輝ける組織作りを

神野　看護管理者と医師，それぞれの
お立場から修了者の育成と，活躍を後
押しするための組織論をお話しいただ
きました。もう一点，看護師の資格取
得で関心を集めるのが処遇面です。皆
さんの病院では修了後のインセンティ
ブはありますか。当院は修了者に対す
る給与面の評価は検討中ながら，昇
進・昇給で評価しています。
小松﨑　専門，認定，特定行為の資格
に応じ，給与面の手当てがあります。
角田　公立病院という性格上，現時点
で修了者の処遇上の優遇はありません。

神野　それでも修了者を増やしている。
角田　はい。達成感や自身の成長がモ
チベーションになっているようです。
園田　制度開始から日が浅い当院も，
処遇面はまだ検討中です。
神野　指定研修機関の整備だけでな
く，修了者の診療報酬による評価や処
遇面の改善も，修了者を増やす上で避
けては通れないテーマでしょう。特定
行為実施によるアウトカム評価とデー
タの蓄積も必要です。
　終わりに，出席の皆さんから今後の
マネジメントの方針と，修了者に寄せ
る期待をお聞かせください。
角田　周囲の施設や看護部長も巻き込
み，修了者を育成する機運をもっと高
めたいですね。茨城県は医療資源の乏
しい地域のため，県立病院である当院
は他施設と人事交流を積極的に行って
きました。へき地の小規模施設や訪問
看護施設などにも人員のサポートを
し，県全体で修了者を増やしていきた
いです。
　そのために院内の計画的な育成と，
診療部や看護部内の業務の調整を丁寧
に行い，組織としてサポート体制を一
層充実させたいと考えています。

〈第207回〉

管理者が試される時
　新型コロナウイルスの感染拡大によ
る第 6波のただ中，用意周到に準備さ
れ開催された看護管理者研修では「コ
ロナ禍における看護管理実践で学んだ
こと」をグループディスカッションの
テーマとした。そこで私の関心を引い
た興味深い発表があった。

病棟再編がうまくいった病院，
不平不満が充満した病院

　発表者が言うには，新型コロナウイ
ルス感染者が入院するための，いわゆ
るコロナ病棟を急きょ編成することと
なり，スタッフの移動を余儀なくされ
たのであるが，看護部長のかかわり方
でとてもうまくいっている病院と，不
平不満が充満している病院があるとい
うのである。これは聞き捨てならぬと
私は考えた。そこで発表者が淡々と発
表を済ませようとしているところに切
り込んだ。

井部「うまくいっている病院はどのよう
に病棟の再編成を行ったのですか」

　すると，発表者に代わって当該病院
からの参加者が説明に立った。
参加者「病棟の移動をお願いする看護師
に集まってもらい，看護部長が辞令交付

を行います」
井部「辞令にはどのようなことが書かれ
ているのですか」
参加者「病棟の配置替えをすること，ど
こどこ病棟に，いつからいつまでという
期間が書かれています。辞令は病院長名
で出されます」
井部「それで」
参加者「これから始まるコロナ病棟での
仕事にみんなの力を貸してほしい，と看
護部長は述べます」
井部「どのくらいの間隔で辞令交付は行
われるのですか」
参加者「2～3か月ごとくらいです。1回
に 5～6人の移動があります。2回目の移
動者にはねぎらいを伝え，コロナ病棟を
よくしてほしいと伝えます。すると，“今
度は自分が行きます”と手を上げてくれ
るスタッフが現れるのです」
井部「では，（コロナ病棟編成が）うま
くいかない病院の看護部長はどのような
対応をするのですか」
参加者「廊下で，立ち話で，（移動して
もらう看護師に）“お願いね”と言うだ
けです」

　この一連のやりとりにおいて，重要
な事業を実施する際に看護部長がスタ
ッフにどのようなメッセージを発する
かが問われていることがわかる。いわ

ば，看護部長の言葉掛けの効用である。

新型コロナ患者受け入れ体制の
構築を看護部はどう支援するか

　倉岡は看護師長 7人のインタビュー
調査によって，第 1波から第 2波（2020
年 3 月～2021 年 1 月）の COVID-19
患者受け入れ体制の構築・運用プロセ
スを体系化している 1）。
　第 1波の感染拡大時期では，病棟師
長は「自部署での患者受け入れを受諾」
し，「急ピッチでの患者受け入れ体制
作り」を行う。自部署での患者受け入
れ受諾には，「病院の方針として患者
を受け入れることが通知される」とと
もに，「患者受け入れ部署として選定
され決定を受諾する」ことが含まれる。
そして，「早急に構造整備に取り掛か
る」「看護師に説明し準備段階の不安
に対応する」「COVID-19患者を担当
する看護師を選定し配置する」「短期
間でのマニュアル整備と PPE着脱訓
練をする」「看護師の宿泊場所を確保
する」ことなど，「急ピッチでの患者
受け入れ体制作り」をしなければなら
ない。
　とりわけ COVID-19患者を担当する
看護師の選定は組織横断的に行われる
ため，看護部長の意思決定とサポート
が重要となる。当該病棟師長としては，
看護部がどのくらい関与し，人的・物
的支援をしてくれるかが生命線であ
る。この点において看護部長の言動は
大きな影響力を持っていることを，前
述の発表が示している。
　こうした危機的状況においてこそ管
理者の「7つの挑戦課題」 2）のいくつ
かがクローズアップされる。組織がつ
くった目標を自分の部下たちにかみ砕
いて説明し，部下たちの納得を得るこ

と（目標咀嚼），組織内にネットワー
クをつくり出し，それを通じて自部門
に資源（ヒト・モノ・カネ）を集めつ
つ，かつ上司を含め，他部門ともうま
く協調していくこと（政治交渉），実
務担当者より少ない知識や情報をもと
に，リスクやメリット，デメリットを
勘案して，適切に部署の意思を決定し，
自ら責任を負うこと（意思決定），そ
して，いかにその仕事が矛盾や混沌に
満ちていようとも，心を平静に保たな
くてはならないのである（マインド維
持）。マインド維持のためには，心が
折れないように自分を維持すること
や，不真面目にスルーすることも大切
であると中原は指摘する。

＊
　前述のグループディスカッションに
おける 2人目の発表も，私には突き刺
さった。スタッフが PCR検査で陽性
になったと病棟師長として看護管理室
に報告に行くと，そこにいる副看護部
長が「またか」「なぜ」と冷たい言葉
を発する。そこで病棟師長は「すみま
せん」と謝り，「クラスターではあり
ません」とか「やれることはやってい
ます」と苦しい弁解をするのだという。
こうして心が折れそうになる。
　新型コロナウイルス感染症患者の受
け入れ体制の構築と運用は，看護部長
として，看護師長として，管理者が試
される時でもある。

小松﨑　当院も修了者を各病棟に 1人
配置するのを目標に，修了者を増やし
ていく予定です。修了者のいる病棟で
は，共に働く看護師も判断能力が高ま
るなど，教育面の相乗効果が生まれて
います。研修で得た強みを臨床と教育
の両面で発揮してほしいです。そして
地域における人事交流や修了者の輩出
が進めば，地域医療に貢献することも
再確認しました。医療・看護の質の向
上に向け，有意義なマネジメントをし
ていきたいです。
園田　特定行為は，医療・看護を 1人
でやり遂げるための技能ではないと思
うのです。病棟にいる医師や薬剤師，
管理栄養士ら多職種と連携して初め
て，修了者の存在というのが輝くでし
ょう。その感覚が組織に共有されれば，
公平な形で特定行為を推進する流れが
生まれるはずです。修了者の仲間が増
えることを願っています。
神野　修了者を中心に組織に知の共有
が図られ，さらに特定行為研修をめざ
す風土が醸成されれば量的拡大につな
がり，より質の高い医療を提供できる
ものと私も信じています。
 （了）

↘
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　認知行動療法とは，認知と行動に焦
点を当てる心理学的なアプローチ（精
神療法）を指す。具体的に言えば，健
康問題を維持する認知と行動のパター
ンやクセについて当事者の気付きを促
した上で，これらを柔軟にしたり幅を
広げたりするセルフマネジメント力を
高め，問題の解決を図るものとされて
いる。
　本稿では，精神保健医療福祉分野に
おいて看護師が行う認知行動療法の意
義を踏まえ，本邦の認知行動療法の広
がりと課題，今後の普及に向けて必要
な取り組みを概説する。

本邦での広がりと 
見えてきた課題

　看護師による認知行動療法の実践が
進んでいる海外ではこれまで，さまざ
まな研究 1, 2）によってその効果が実証
されてきた。
　認知行動療法自体は看護師以外の心
理職なども実施できるものであるが，
特に重症例などへのケア場面は，身体
管理や服薬指導，心理的ケア，日常生
活支援，社会資源の活用などトータル
ケアが可能な看護師特有の強みを生か
せる。またヨーロッパ精神看護協会
（Horatio）は，特に多元的・複合的な
支援を必要とする重症例や複雑例への
ケア場面において，認知行動療法など
の精神療法のスキルを持つ看護師の活
躍を期待している 3）。
　翻って本邦の現状はどうか。本邦で
は外来での精神科専門療法として，医
師が実施する認知行動療法が 2010年
度から，看護師が医師と共同で実施す
る認知行動療法が 2016年度から診療
報酬算定の対象となっている。また厚
労省が実施する認知行動療法研修事業
でも，2012年より対象が医師のみか
ら看護師などの多職種に拡大されるな
ど，看護師による認知行動療法の全国
的な普及に向けた素地が整えられつつ
ある。
　しかし，現状では看護師による認知
行動療法が日常臨床の中で広く活用さ
れているとは言い難い。診療報酬の算
定状況（NDBオープンデータ）を見
てみると，看護師による認知行動療法
は，最も算定回数があった 2019年度
でも 127件にとどまっている。日本医
療政策機構がまとめた報告書では，実
施体制やインセンティブの面での課題
が次のように挙げられている 4）。
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医学系研究科看護学専攻
修士課程修了，13年千
葉大大学院医学薬学府博
士課程修了。博士（医学）。
同大病院に看護師として
勤務した後，日本学術振興会特別研究員
DC2／PD，宮崎大テニュアトラック推進機構
講師を経て，20年より現職。専門は精神看
護学および臨床心理学。

●参考文献・URL
1）Int J Nurs Stud. 2007［PMID：17241635］
2）Br J Psychiatry. 2006［PMID：16816304］
3）Horatio. Psychiatric/Mental Health Nurs-
ing and Psychotherapy：The Position of 

Horatio：European Psychiatric Nurses. 2012.

https://bit.ly/3ss0dR0

4）日本医療政策機構．厚労省令和 2年度
（2020年度）障害者総合福祉推進事業 認知
行動療法及び認知行動療法の考え方に基づい
た支援方法に係る実態把握及び今後の普及と
体制整備に資する検討報告書．2021．
https://bit.ly/3M0ZBJQ

寄 稿　

吉永 尚紀　宮崎大学医学部看護学科 准教授

看護師の強みを生かして
認知行動療法の普及をめざす

普及に向けて今後求められる
取り組みとは？

　普及に向けた必要な取り組みについ
て，先述した報告書 4）を基に，筆者の意
見も交えながら概説する（表）。この報
告書は厚労省の 2020年度障害者総合
福祉推進事業の中でまとめられたもの
である。報告書作成に当たり開催された
専門家会合の場には，パネリストとして
筆者も参加させていただいた。報告書で
示された提言は①エビデンス，②政策指
針，③人材育成，④提供体制，⑤患者・
当事者視点，⑥評価・モニタリングの
6つの観点から行われた。本稿では紙
幅の関係で，①～③のみを取り上げる。
　①エビデンスでは，認知行動療法の
社会的ニーズの把握，医療経済的な観
点からの評価ならびに，さまざまな現
場での実装可能性の検証が今後必要に
なるとされる。そのため，当事者団体
や関連する職能団体，臨床現場，学会，
大学等の研究機関がこれまで以上に連
携・協働しながら，看護師による認知
行動療法のエビデンスを蓄積する必要
がある。これは後述の②政策指針や，
③人材育成にもつながる。
　②政策指針で着目すべき点は，「地
域における認知行動療法の活用に向け
た多様な施策」と「看護師がより参画

●表　看護師による認知行動療法の普及に向けた報告書の概要（文献 4より作成） 
本報告書では①エビデンス，②政策指針，③人材育成，④提供体制，⑤患者・当事者視点，⑥評価・モニタリングの 6つの観点から認知行動療法の
普及に向けた取り組みをまとめている。

右 2つに共通する項目 疾患治療としての認知行動療法に
特有の項目

認知行動療法の考え方に基づいた
支援方法に特有の項目

①エビデンス

●  社会におけるニーズ調査・医療経済
評価

●  各領域における現場での実装可能性
の検証

●  臨床現場の課題に応えることのでき
るエビデンス

●  適切な認知行動療法の実施回数に関
するエビデンス

●  各種プログラムのメンタルヘルス・
ウェルビーイングの向上への効果の
検証

②政策指針

●  メンタルヘルスの包括的な支援に向
けた政策指針の策定

●  地域における認知行動療法の活用に
向けた多様な施策

●  重症度・複雑性や必要性に応じた診
療報酬点数の傾斜設定

●  看護師がより参画しやすい体制の構築
●  医師から公認心理師等の多様な専門
職へのタスクシフティング・シェア
リングに向けた論点整理

●  各領域における普及の促進に向けた
インセンティブの設計

③人材育成

●  段階的な認知行動療法研修システム
の整備

●  継続的なスキルアップや情報提供の
ためのネットワークの構築

●  認知行動療法の基礎を医師・看護師
等のメンタルヘルスにかかわる専門職
のベーシックスキルとして位置付ける

しやすい体制の構築」である。現在，
看護師による認知行動療法は，「外来
勤務の常勤看護師が実施した場合」に
のみ診療報酬が算定されている。今後
は，勤務場所や雇用形態にかかわらず，
必要なスキルを持つ看護師であれば認
知行動療法を提供できるよう，算定要
件の緩和が望まれる。

認知行動療法の卒前卒後教育が
人材育成に資する

　看護師による認知行動療法を普及さ
せるためには，③人材育成も不可欠だ。
特に着目すべき点は，「段階的な認知
行動療法研修システムの整備」と「認
知行動療法の基礎を医師・看護師等の
メンタルヘルスにかかわる専門職の
ベーシックスキルとして位置付ける」
ことである。精神科看護に従事する看
護師は，統合失調症などの専門性の高
い対応が求められる疾病を，ケアの対
象とする場合が多い。そのため，うつ
病や不安症を念頭に置いた「基礎研修」
を通じた基盤スキルの習得に加え，よ
り高度なスキルの習得に向けた「発展
研修」のニーズが高い。これら段階的
な研修システムの整備が必要である。
　また，認知行動療法の基本的な対話
スキルや技法を学ぶことは看護師が当
事者とのコミュニケーションの質を高
める上でも有用であるため，卒前卒後
教育でこれらの教育を充実させるのも
重要と考える。近年では認知行動療法
をはじめとする精神療法の基本的な知
識やスキルを，看護師養成課程や精神

看護専門看護師の教育課程の中で扱う
ことも増えている。本邦で認知行動療
法を広く普及させるためには，「診療
報酬の対象とならないものの，認知行
動療法の考え方に基づく対話（認知行
動療法的支援）」を，日常臨床の中で
行える看護師を育成するのも大切では
ないだろうか。

＊
　看護師による認知行動療法の普及に
向けては，社会のニーズの把握を含め
たエビデンスの蓄積，診療報酬の見直
しや体制整備，人材育成など，課題が
山積している。筆者も微力ながら普及
に貢献できるように，誠心誠意努力し
ていきたい。将来的には，当事者にと
って身近な存在である看護師が，傾
聴・受容・共感を基盤とした「伴走型」
の支援に加えて，認知行動療法などの
「問題解決型」の支援をケアの一部に
取り入れること，またそれが当事者の
リカバリーの促進や地域移行・定着支
援の充実につながることを願っている。

 ●  診療報酬に見合う時間を確保できない
 ●   職場で定期面接をすることに上司や周
囲の理解が得られない

 ●  実施場所が確保できない
 ●   周囲に相談したり指導を受けたりする
機会がない
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訪問看護事業所数の現状

　2000年 4月の介護保険制度施行か
ら 20年以上が経過した。しかし，訪
問看護サービスの供給量を安定的に確
保することは依然として大きな課題で
ある。
　介護保険制度では，サービス供給量
の安定的確保のために，民間事業者の
在宅サービス市場への参入を認めてい
る。これは一定の成果を挙げ，訪問介
護や通所介護では民間事業者の参入が
進んだ。一方で訪問看護は未経験者の
参入が困難などの理由から民間事業者
の参入数が伸びず，訪問看護ステーシ
ョンの事業所数は 2000年から約 10年
間，約 5000か所前後で推移していた 1）。
　民間事業者の訪問看護への参入が急
速に進んだのは，訪問看護に関する報
酬が高く評価された 12年度の診療報
酬・介護報酬同時改定後である（図）。
12年以降，年間 1000前後の訪問看護
ステーションが開設されている。一方
で，閉鎖する訪問看護ステーションも
増加している。12年には 209か所だ
ったが，20年には 541か所もの事業
所が閉鎖した 2）。
　訪問看護ステーション数の閉鎖が増
え続けると，訪問看護サービス供給量
の減少につながり，今後の訪問看護の
需要に対応できなくなる可能性があ
る。この状況を改善するには，閉鎖し
た訪問看護ステーションの特徴を明ら
かにし，閉鎖を防ぐための対策を講じ
る必要がある。
　海外では訪問看護ステーションの形
態が独立型であること，小規模である
こと，開設年数が少ないこと，などが
閉鎖の要因として報告されている 3, 4）。
しかしながら訪問看護を提供する事業
所を対象とした研究は少なく，これに
関する知見は限定的である。他方，ナー
シングホームなどの閉鎖については，
いくつか研究が報告されており，競争
の激しい地域に所在しているなどの地
域特性が閉鎖に関連する要因として示
されている 5, 6）。

閉鎖した訪問看護ステーション
の分析結果から見えた特徴

　これらの先行研究から，日本の訪問
看護ステーションの閉鎖には，事業所
の規模や開設年数，運営組織などの組
織要因と，所在地域の競争の程度など
の地域要因が影響を与え得ると考え，
筆者らは研究 7）を行った。2014年の

②開設年数 3年以上から 15年未満の群
　地域要因では①と同様に人口 10万
人当たりの診療所数が多い地域に所在
していること，組織要因では看護職員
常勤換算数が少ないこと，看護職員常
勤換算 1人当たりの利用者数が少ない
こと，提供できる医療処置の種類が少
ないことが閉鎖に関連していると明ら
かになった。
　一般的に言えば，費用対効果の低い
運営を行う事業所ほど，市場メカニズ
ムによって収益は悪化し，市場から短
期間で退出する。労働集約型産業であ
る訪問看護サービスの供給量をどのよ
うに確保するべきかという観点に則れ
ば，開設を指定する自治体は事業所の
新規参入の誘導だけでなく，専門家に
よる経営コンサルティングや在宅医療
提供のための研修など，事業継続のた
めの支援を同時に進めていく必要があ
るだろう。
③開設年数 15年以上の群
　緊急時の訪問看護体制を確保してい
ることや，看護職員常勤換算数が少な
いことが，閉鎖に有意に関連している
と明らかになった。これらの事業所で
は，介護保険制度開始前から訪問看護
に従事してきた看護職の高齢化や，若
手人材／後継者の確保が困難であるこ
とにより，事業継続ができなくなった
可能性が考えられる。
　日本の訪問看護サービスの需要に応
えるには，介護保険制度以前から運営
している訪問看護ステーションの事業
継続も重要な課題である。

　これまで日本では訪問看護ステーシ
ョン数を増やす量的拡大が進められて
きた。しかし閉鎖した訪問看護ステー
ションの特徴を踏まえると，それだけ
では不十分だと言える。全国一律でな
く自治体単位での訪問看護の需給の検
討が必要であること，経営安定化のた
めの支援や看護職員の高齢化に伴う事
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訪問看護ステーション閉鎖の要因解明を通じた
訪問看護サービスの適正な需給検討

事業者情報を公表していた 6496の訪
問看護ステーションのうち，15～17
年の 3年間に事業者情報が消失した訪
問看護ステーションを「閉鎖」とした。
6496のうち，閉鎖となった事業所数
は 821事業所。各年の閉鎖数は，15
年に 433か所，16年に 206か所，17
年に 182か所であった。その上で，14
～17年に開設した群を「①開設年数 3
年未満」，2000年の介護保険制度導入
前に開設した群を「②開設年数 15年
以上」，その間の群を「③開設年数 3
年以上から 15年未満」とした。
　結果として，①の事業所の閉鎖が最
も多く，3年間で 342か所が閉鎖して
いた。各群で閉鎖に関連する地域要因
ならびに組織要因は，以下の通りであ
った。
①開設年数 3年未満の群
　地域要因では，高齢化率が低い地域，
人口 10万人当たりの訪問看護ステー
ション数が少ない地域や診療所数が多
い地域への所在が，閉鎖に有意に関連
していた。組織要因では 40歳未満の
利用者の割合が高いことが，閉鎖に有
意に関連していた。着目すべきは，人
口 10万人当たりの訪問看護ステーシ
ョン数が少なかったり診療所数が多か
ったりすることが，閉鎖に有意に関連
していた点だ。訪問看護ステーション
同士ではなく，診療所との市場競争が
生じた可能性を示唆するのは，私たち
の予想に反する結果だった。
　図のように病院や診療所での訪問看
護サービスは減少傾向にあり，閉鎖す
る訪問看護ステーションが多い地域で
は，訪問看護サービスの供給量の減少
が懸念される。また訪問看護の利用者
の半数以上は高齢者であるため，40
歳未満の利用者の割合が高い地域にあ
って閉鎖した事業所では，訪問看護利
用者を継続的に確保できるかなどの参
入時の市場調査が不十分であった可能
性が示唆される。

業継続・継承の検討が必要であること
などが，この研究から示唆された。

パフォーマンスをどのように 
評価するのか？

　それぞれの訪問看護ステーションの
質はさまざまであり，閉鎖を回避して
訪問看護サービスの提供を維持するた
めには，パフォーマンスの評価や公表
の在り方を検討する必要がある。
　米国では，連邦政府の保健福祉省内
に あ る CMS（Centers for Medicare & 
Medicaid Services）が，事業所の比較
ができるようにパフォーマンスの評価
結果を公表している。これは，メディ
ケア（65歳以上の高齢者に対する米
国の医療保険制度）を適用する在宅ケ
ア機関に対し，OASIS（Outcome and 
Assessment Information Set）を用いた
利用者単位でのアウトカム測定・デー
タ提出を義務付けているためだ。
　一方，日本では介護保険サービスの
質評価に関する定期的な情報の開示・
評価は，開設主体や従業員数などのス
トラクチャーに関する情報が中心であ
り，どのようなサービスが実施されて
いるか，利用者にどのような変化が生
じたかなどのアウトカムは公表されて
いない。訪問看護のプロセスやアウト
カムデータが継続的に蓄積されておら
ず，訪問看護ステーションのパフォー
マンスを評価することは今後の課題で
ある。国レベルで訪問看護のアウトカ
ムに関するデータを集積・分析する仕
組みが必要だろう。

＊
　以上のように，訪問看護サービスの
供給量の確保と同時に，訪問看護ス
テーションのパフォーマンスの評価と
可視化を進めていくのが重要である。
これは，訪問看護サービスの質改善，
利用者や関係職種の事業所選択の支援
への貢献，さらには訪問看護サービス
のより適正な需給の検討につながると
考えられる。
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●図　  介護保険制度における訪問看護事業所数の推移（文献 2より作成）
2012年度の診療報酬・介護報酬同時改定後，訪問看護への営利法人を含む民間事業者の参入が
進み，訪問看護ステーションは増加している。
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　Evidence-based practice（EBP）やそ
の研究にかかわる方々に，リレー形式
で EBPのバトンをつないできた本連
載も，今回が最終回です。連載を読ん
でくださった方々の中には，「よし！　
明日からできることを実践しよう！」
と思われた方もいれば，「私には難し
いな……」と感じた方もいるかもしれ
ません。でも，どちらの方々にも EBP
のバトンを託したく，EBPのアプロー
チを整理したいと思います。

あらためて EBP とは何か

　本連載では「利用可能な最良のエビ
デンス・医療者の経験・患者の価値観
を統合し，最善の医療を行う」との
EBPの定義 1）に基づき，「疑問の明確
化」「情報の入手」「情報の吟味」「適用」
「評価」という 5つの Step（第 2回参照）
に沿って EBPを紹介してきました。
　臨床での困り事を解決したい，自分
（たち）の経験だけではうまくいかな
い，もっといいケアがしたい――その
ような場面で，エビデンスをよりどこ
ろの一つとしながら，患者さんのアウ
トカムの改善をめざす実践の過程が
EBPであると言えるでしょう。
　本連載で紹介した事例はどれも，よ
り良い患者アウトカムをめざした取り
組みでした。その際に，どのプロセス
がエビデンスに基づいているのか？　
との観点から考えると，次のように整
理できます。

容易なことばかりではないでしょう。
　EBPの実装を検討するときは，「実
装研究のための統合フレームワーク
（Consolidated Framework for Implemen-

tation Research：CFIR）」を活用できま
す（第 3回参照）。CFIRを参照するこ
とで，EBPの検討過程で見落として
いる点の点検や，組織の強みをアセス
メントすることにもつながります。

「やっぱり EBP は難しい……」 
そんなときは？

◆ 理想と現実のギャップに気付く機会
を大切にする
　本連載を通して「難しい」と思われ
た方は，「自分がめざしたいと思う姿」
と「自分が今持っている知識やスキル」
とのギャップに，既に気付いているの
かもしれません。このようなギャップ
に気付けることは，EBPに必要な能
力でもあります 3）。
　そこで，ギャップを明確にする機会
として，「事例検討」を行うときに
EBPの視点を含めることを提案した
いと思います。日々の実践例を EBP
のプロセスで振り返りながら，今後の
実践へつなげる試みです。本連載の第
4～8回が参考になるので，ぜひ読み
返してみてください。
　また，EBPに取り組む専門看護師の
方々に筆者が行ったインタビューで皆
さんに共通していたのは，内省する力
を持っていることでした。「これって，
あのやり方でよかったのかな」との自
分の中のつまずきや違和感を流さず，
立ち止まって振り返り，さらにエビデ
ンスと照らし合わせることで，次の実
践へと土台を固めていた様子が見えて
きました。
◆ 論理的思考と臨床のアセスメント能
力を高めよう
　複雑な状況にある臨床場面に研究の
エビデンスを落とし込むには，臨床の
悩みを整理するためのアセスメント力
と論理的思考 4）の両輪が欠かせませ
ん。その背景に，研究は現場の複雑な
状況に無数に存在する疑問の中からあ
る特定の疑問に答えられるように，臨
床のある部分にのみ焦点を当てている
ことも挙げられます。
◆ 文献の検索・読解も誰かと共に行おう
　「臨床はよくわかっているけれど，
研究の知識スキル（註）について自信
が持ちにくい」と感じている人もいる
かもしれません 5）。筆者も，「『あなた
は研究に詳しい人よね』と周囲から思
われているけれど，文献を検索したり
論文を読んだりするのは，本当は自信
がなくて……」との声をしばしば聞き
ます。しかし自信がない時こそ，周り
の人と一緒に EBPのプロセスを共有
するチャンスです。
　例えば，EBPの多職種チームを形
成し，文献を集める人，吟味する人，
実際にできるか検討する人と適材適所
の役割分担で取り組むことも大切です
（第 5回参照）。また，EBPを目的に
自分たちの実践に関連するガイドライ

ります。
　EBPにおける「エビデンスの使い方」
とは，エビエンスを臨床に当てはめる
作業ではなく，「最善の医療」をめざ
す意思決定の過程であり，その根拠の
一つとして「利用可能な最良のエビデ
ンス」に基づくものであると，あらた
めて強調したいと思います。

EBP を促すリーダーシップと 
組織文化

　EBPを阻害・促進する要因にはさ
まざまなものがあります。本連載では
特に，リーダーシップや組織文化に注
目して解説しました（第 3回参照）。
その理由は，EBPには多くのステーク
ホルダーが介在するため，臨床看護師
の立場では患者さんや家族とのかかわ
りの前に，多岐にわたる医療者間の調
整を要するからです。
　一方で，リーダーシップの発揮を求
められる立場の人たちも，「エビデン
スを使う・広める」ことを難なく行っ
ているわけではありません。エビデン
スという最良の知識を他のスタッフら
と共有し，チームの課題やニーズを把
握しながらエビデンスを浸透させてい
く過程 2）には困難も伴います。本連載
でも，次にまとめるようにそれぞれの
立場で課題と向き合い，チームで取り
組む過程が紹介されました。

臨床でのつまずきや違和感を大切
にしよう。

日々の取り組みをEBPの観点から
共有し合おう。

看護師を主語にしたEBPから，患者・
家族とのShared decision making
に変えていこう。

明日から実践！

ンや論文を一緒に読むなどの学び合う
場を作ることは，EBPのプロセスを
疑似的に共有することにもつながるで
しょう（第 8回参照）。

臨床で育みたい EBP の文化

　臨床では，カンファレンスや事例検
討会，あるいは実践報告などを通して，
日々の実践が共有されていると思いま
すが，そこに EBPの視点を含めるこ
ともおすすめしたいです。「効果があ
ると言われていることが，なぜ実際に
は普及しないのか」「患者さんや家族
はエビデンスとされるものとどのよう
に向き合い，どのようなプロセスをた
どりながら過ごしているのか」なども
含めて，EBPの実際について看護師
の間でもっと語られても良いのだと思
います。
　また，筆者自身が臨床研究に携わっ
てきた経験から，本連載では“エビデ
ンス”を一つのキーワードに，エビデ
ンスの使い方・広め方を取り上げてき
ました。ただし，この「使う・広める」
の主語は，あくまで医療者です。EBP
の考え方が，医療の中に数ある課題を
解決するためのアプローチの一つとし
て定着し，EBPについて患者さん・
家族との Shared decision makingの視
点（第 11回参照）から臨床で語られ
ることが日常になったとき，EBPと
いう言葉自体も使われなくなるのだろ
うと思います。
　本連載を読んでくださった皆さまに
EBPのバトンが引き継がれ，それぞ
れの臨床で EBPの文化が育まれるこ
とを願っています。そして EBPで悩
むときには，本連載が EBPの羅針盤
の一つとして皆さまのお役に立つこと
ができれば幸いです。

●複数のスタッフが関与するケアや治療のよ
り良い方法を探し，標準化する部分をくみ
上げていく（第 5回）。

●患者・家族といった個々の対象者の置かれ
ている状況に合わせて対応する（第 7回）。

●複数のスタッフが，共通して用いることが
できるアプローチにより，対象者の個別性
に寄り添っていく（第 8回）。

　また，本連載では触れませんでした
が，EBPは「地域」「社会」といった
より大きな集団を対象とすることもあ
ります。EBPに対して，「個別性を軽
視している」「ガイドラインを遵守さ
えしていればよい」，あるいは「看護
研究に取り組むことですか？」などと
言われることもありますが，いずれも
誤解であると本連載の事例からもわか

●看護部長は明確なビジョンを示し組織変革
を継続する変革的リーダーであり，各部署
の師長はEBPの実装を推進する要である。
EBPの熟知とともに，先を見越して根気強
く取り組む行動力と，スタッフの努力と学習
を支持するリーダーシップが必要（第4回）。

●さまざまな領域の認定看護師や専門看護師
が，お互いの疑問や課題を共通のフレームワー
ク（例：アイオワモデル）を用いて，EBPの
プロセスに沿って共有することで，EBPの
取り組みを互いに後押しする（第 6回）。

●EBPの実装では，時に，これまで行って
きた方法を変えるという過程を伴う。医療
者や患者さんに生じる新たな負担など，導
入から実装までのポイントを押さえながら
進める（第 10回）。

　EBPは，臨床でのつまずきや困り
ごとからスタートします。そのため「こ
れを行えば患者さんが良くなる」との
強い思いがあっても，解決はそもそも

註：ここでの研究の知識スキルとは，研究を
行うための知識スキルではなく，研究の知見
を検索・読解するための知識スキルを指す。

謝辞：深堀浩樹先生（慶大），津田泰伸様（聖
マリアンナ医大病院）に編集協力いただきま
した。感謝の意を表します。
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看護師のギモンに応える！

エビデンスの
使い方・広め方

監修 友滝 愛
国立看護大学校看護学部 助教
今回の執筆者
友滝 愛
国立看護大学校看護学部 助教

EBP（Evidence-Based Practice）
の考え方や実装科学，実際の取り組
み事例から，明日の実践につながる
ヒントを届けます。
エビデンスに基づいて思考過程をブ
ラッシュアップしましょう！

第 12回
（最終回） エビデンスを使う・広める，そしてその先へ
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　小児がんに長年取り組んでこられた
松永正訓医師による，自らのがん体験
記。表紙や帯を見ればそのことはすぐ
にわかる。したがって，少なくとも書
店で本書を手に取る人
の一部は，本書に対し
てプロの目線から得ら
れる学びを期待してし
まうかもしれない。あ
るいは，がん患者が明
日からすぐにでも使え
るような，さすが医者
の書いた本だ！　と言
えるような論旨明

めい

晰
せき

な
アドバイスを求めてし
まうかもしれない。「ハ
ッとして」，「グッとき
て」，「明日からの参考
になるようなプチ・ヒ
ント」……。
　でも，違うのだ。本
書はそのようなアンチョコ系の売りや
すい本（？）ではない。得られるもの
は，学びや気付きよりももっとエグい。
書かれているのは，あなたにとっての
「他者の経験」ではなく，読むことで「あ
なたの体験」になるようなもの。寝技
をずっとかけられているような，じわ
じわ，ぐいぐいくるような，厳しい「体
験」。
　〈ぼくは自分のことをアホかと思っ
た。これでも医者と言えるのか？　ま
ったく合理的な考え方をしていない〉
　闘病モノは，あくまで他人に起こっ
た出来事にすぎない，いつしかそう悟
っていたオトナの私が，この本を読み
何度も「ううッ……」とうなりながら
「体験」をした。
　最初に読み始めたのは深夜だった，

たしかに面白い本だけど，半分くらい
でやめにして寝ようかなと思っていた
が，残念，やめられない。医療業界に
いれば何度も耳にするような，どこに

でもある（はずの）話
が，質量をもって次々
飛びかかってくるので
本を閉じられない。そ
れでもさすがに眠い，
このへんにしておこ
う，と思った矢先の
170ページの小見出し
が「燃える尿道」なの
で完全に観念した。こ
こでやめてもどうせ気
になって眠れない。朝
までかかって完読。飲
み干すように読み干し
た。
　「医者ってのは，患
者のことを本当にわか

ってないんだな！」
　今までシロートがこれを言ったら鼻
で笑ってきた。は？　おめーらだって
医者のこと何にも知らないんだが？　
でも，本書を読み終わった今は，印象
が変わった。そうだね，医者ってのは
患者のことを何にもわかっていないま
ま診療をしていたんだね。「体験」は
人を変える。立ち位置，視座，ものの
考え方，全てが変わる。
　本書には Tipsは書いていない。ラ
イフはハックできない。だったらどう
したらいい？　に対する答えは書いて
いない。何を学んで誰に寄り添ったら
いい？　そんな質問をする気にもなら
ない。それでも，厚みのある「体験」
が心に積もる。
　一度治療したがんが再発することに

対する恐怖，さまざまな処置や治療に
つきまとう副作用や合併症の数々，ス
ピリチュアルペインをいかに緩和する
か……。医師が患者側に回るとき，あ
らためて見えてくる数々の難敵が本当
に憎らしい。個人的にうなったのは「フ
ォローアップ中，外来と外来の合間に，
患者が自宅でどういう気分になるか」
の部分。これに関する描き方は本当に
秀逸である。一流の映画に比肩する解

像度……いや，「解情度」だ。
　さてもまったく困った「体験」であ
る。これからずっと本書を引きずって
思い煩うだろう。そして，おそらく私
たちにはその必要がある。

　本書を読みながら，何度もじわっと
涙が出てきた。「そうそう，まさしく
その通り」という共感の涙。「なんて
すてきな看護なのだろう。こんな看護
をしたい」という感動
の涙。「当院のスタッ
フも本当によく頑張っ
ている」という感謝の
涙。
　本書は，個人，家族，
地域，組織単位でのレ
ジリエンスについて，
看護実践や一人の生活
者として日々出合う身
近な例を用いて説明さ
れている。そのため，
専門職としての自分と
一人の生活者としての
自分の両面から自身の
経験を振り返ることが
でき，さまざまな思い
や感情が呼び起こされ，読み終えた時
には自身のレジリエンスが高まったよ
うな感覚を持った。本書は，レジリエ
ンスへの看護の導入書であると同時
に，看護師のレジリエンスへの支援書
でもあると感じた。
　本書ではレジリエンスを，「その人
がもつ力であり，逆境やストレスに対
して環境と相互作用しながら，柔軟に
対応するプロセスであり，その結果の
状態をあらわすもの」と定義している。
そして，個人や家族も，地域や組織も
それぞれ，「変わらないもの・変えた
くないものを維持しながら（安定性），
逆境やストレスに適応するため，その
時々の状況に合わせて変化・変容する

力（柔軟性）」を持っているという。
看護師は，そのそれぞれの持つ力を見
いだし，逆境やストレスによるダメー
ジを最小限にとどめるようケアし，そ

れぞれの力で乗り越え
るよう伴走する。パト
リシア・ベナーの言う
患者が悲しんだり心配
したりしている状況に
巻き込まれることで，
患者の力を見いだすこ
とができるため，看護
師自身が巻き込まれ過
ぎて心が折れないよ
う，看護師自身がレジ
リエンスを発揮できる
ことも必要である。そ
の看護師自身のレジリ
エンスは看護を通して
高まってもいく。
　本書ではレジリエン

スに関連するさまざまな知識が，とて
も身近で平易な言葉と具体的な例で説
明されているため，レジリエンスの概
要をつかんだり要点を押さえたりする
ことができる。本書を皮切りにレジリ
エンスについての具体的な知識をさら
に学んでいくと理解が深まりやすいと
考えられる。また，大規模災害や医療
ニーズの変化などによる逆境におい
て，看護組織という単位でどのように
レジリエンスを発揮できるのか，その
ヒントも述べられている。
　長期化する新型コロナウイルス感染
症のパンデミックの渦中にある今，ス
タッフから看護管理者まで広くお薦め
したい書である。

書 評 　 新 刊 案 内

これはもはや「読書」ではなく 
「体験」である

スタッフから看護管理者まで
広くお薦めしたい書
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